
◇教育目標とインターンシップ
三重大学では、教育目標を実現し、地域

人材育成を推進するために、2019年度新
入生よりインターンシップの卒業要件化を
進めることにしました。
すべての学生が参加する本学のインター
ンシップは、教育的インターンシップと称
し、具体的には各学部・学科での議論をふ
まえて実施いたします。

◇インターンシップの位置づけ
三重大学が進めるインターンシップは、

大学教育の一環として取り組まれるもので
す。大学での学修と社会組織での実習・経
験を結びつけることで、学生の学修を深化
させ、新たな学習の意欲を喚起させるとと
もに、学生に自己の職業適性や将来設計に
ついて考える機会を提供するものです。
インターンシップの取組自体は教育の質

保証の重要な要素であり、三重大学および
各学部・学科が掲げるディプロマ・ポリ
シーに沿った教育実践の一環として活用さ
れるものであり、全ての学生が何らかの形
で参加します。
学生の多様な進路をふまえ、インターン
シップを狭い意味での就業体験とは捉えず、
多様な社会的実践の取組を含むものとして
位置づけ、部局で認めたもの全てを幅広く
含むものとします。

【 人文学部 】
「学生は、在学中に本学部が定める「教育的インターンシップ」に参加し、本学部所定の認定を受けなければならない。」
（人文学部規程（卒業認定）第13条第２項）
＊人文学部では、学生の以下のような活動を「教育的インターンシップ」としています。
①学生が社会的諸組織との関わりにおいて行う実践活動・実習活動であること。
②その活動が、本学部がディプロマポリシー（学位授与の方針）において掲げる能力を形成する上で有益なものであること。
③その他、本学部が定める条件を満たすものであること。

【 教育学部 】
教育学部は，ディプロマポリシー（ＤＰ，学位授与方針）に掲げた「学校現場における諸課題に対応できる実践的指導力

を身につけた地域に貢献しうる教育人材を育成する」という目標を達成するために，教育現場等で学生が活動する内容を含
む授業等を教育学部における教育的インターンシップと位置付け，これらの履修を卒業要件としています。

【 医学部 】
〇医学部医学科
医学科では、第4学年1月から第6学年の8月まで、三重県地域の関係教育病院・診療所等を含む将来の就職先となる施設

において、計70週の診療参加型臨床実習を行っており、医学科学生全員が必修として履修し、一部をインターンシップと位
置付けています。
〇医学部看護学科
看護学科では、第4学年を対象に、三重県地域の関係教育病院・診療所等を含む将来の就職先となる施設において、地域

社会で暮らす支援を必要とする人々のニーズ把握及びＱＯＬを高める援助の基本的能力を養うことを目的に、看護学各分野
それぞれにおいて必修として臨地実習を行っています。これは、看護学科学生全員が必修として履修し、一部をインターン
シップと位置付けています。

【生物資源学部】
生物資源学部では、学習要項に卒業のための要件として「教育的インターンシップ」への参加を明記し、「教育的イン

ターンシップ」の内容や手続きは別に定めています。

【工学部】
工学部ではコース毎にインターンシップ科目を定め、これらの科目の修得が卒業に必要であることを学修要項に明示して
います。また、学部修士一貫コースを選択した者は、卒業研究の代わりに長期インターンシップを選択することができます。
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